
平成２９年１１月６日

事　業　名　： 国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業
公　告　日　： 平成29年11月6日
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訂正日

要求水準書（案） 要求水準書（案）
別紙10 P1 固定式ゴミ箱の一覧 別紙10 P1 固定式ゴミ箱の一覧

平成29年11月6日

訂正後 訂正前

公告資料の一部訂正のお知らせ

本事業に係る公告資料については、下記のとおり訂正致しますので、お知らせ致します。
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訂正日

要求水準書（案） 要求水準書（案）
別紙１１ P2 ■別表：設備の整備維持管理に関する業務区分 別紙１１ P2 ■別表：設備の整備維持管理に関する業務区分

平成29年11月6日

訂正後 訂正前

設置 管理 設置 管理

事業区域内の施設～施設外第一マンホー
ル又は桝に至る管

国・事業者 事業者 事業者 事業者

第一マンホール又は桝以下下流 国 管理センター 事業者 管理センター

量水器又は止水弁を含む事業区域内の施
設側

国・事業者 事業者※ 事業者 事業者

上記より幹線側 国 管理センター 事業者 管理センター

事業区域内の施設～施設外第一ハンドホー
ルまでの配管、及び各施設の分電盤

国・事業者 事業者 事業者 事業者

上記以外 国 管理センター 事業者 管理センター

※ファミリーパークゴルフ及びパターゴルフ場については、井水管は国管理とし、散水栓を事業者管理とする。

給水

電気

既存施設 事業者事由の改修

細目

汚水排水・
雨水排水

設置 管理 設置 管理

事業区域内の施設～施設外第一マンホー
ル又は桝に至る管

国・事業者 事業者 事業者 事業者

第一マンホール又は桝以下下流 国 管理センター 事業者 管理センター

量水器又は止水弁を含む事業区域内の
施設側

国・事業者 事業者※１ 事業者 事業者

上記より幹線側 国 管理センター 事業者 管理センター

事業区域内の施設～施設外第一ハンド
ホールまでの配管、及び各施設の分電盤

国・事業者 事業者 事業者 事業者

上記以外 国 管理センター 事業者 管理センター

※１：ファミリーパークゴルフ及びパターゴルフ場については、井水管は国管理とし、散水栓を事業者管理とする。

※２：国有財産に接続するケーブルは国管理、事業者が所有する施設に接続するケーブルは事業者管理とする。
　　　なお、ケーブルが主要園路等の事業区域外を横断する場合は、都市公園法第５条に基づく設置管理許可を得ること。
　　　また、受変電設備の新設等を伴う改修を行う場合は、管理区分について国と協議すること。

事業者事由の改修

細目

汚水排水・
雨水排水

給水

電気※２

既存施設
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訂正日

事業契約書（案） 事業契約書（案）
P32　別紙３　本施設の設置管理許可書（案）　５．（１）　３）経費の負担等 P32　別紙３　本施設の設置管理許可書（案）　５．（１）　３）経費の負担等

平成29年11月6日

施設管理運営のために必要とする経費（光熱水費等）は、許可受者の負担と
する。ただし、園地、トイレ、休憩施設・サイン・植栽等の料金収入を伴わない
公園施設の管理運営ために必要とする光熱水費は、国の負担を基本とする
が、明確に費用を区分できない場合は事務所長に協議するものとする。

施設管理運営のために必要とする経費（光熱水費等）は、許可受者の負担と
する。

訂正後 訂正前
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訂正日

募集要項 募集要項
P12　６．（１）選定スケジュール P12　６．（１）選定スケジュール

平成29年9月1日

訂正後 訂正前
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訂正日

要求水準書（案） 要求水準書（案）
別紙１１ P2 ■別表：設備の整備維持管理に関する業務区分 別紙１１ P2 ■別表：設備の整備維持管理に関する業務区分

平成29年9月1日

訂正後 訂正前

設置 管理 設置 管理

事業区域内の施設～施設外第一マンホー
ル又は桝に至る管

国・事業者 事業者 事業者 事業者

第一マンホール又は桝以下下流 国 管理センター 事業者 管理センター

量水器又は止水弁を含む事業区域内の施
設側

国・事業者 事業者※ 事業者 事業者

上記より幹線側 国 管理センター 事業者 管理センター

事業区域内の施設～施設外第一ハンドホー
ルまでの配管、及び各施設の分電盤

国・事業者 事業者 事業者 事業者

上記以外 国 管理センター 事業者 管理センター

※ファミリーパークゴルフ及びパターゴルフ場については、井水管は国管理とし、散水栓を事業者管理とする。

給水

電気

既存施設 事業者事由の改修

細目

汚水排水・
雨水排水

設置 管理 設置 管理

事業区域内の施設～施設外第一マンホー
ル又は桝に至る管

事業者 事業者 事業者 事業者

第一マンホール又は桝以下下流 国 管理センター 事業者 管理センター

量水器を含む事業区域内の施設側 事業者 事業者 事業者 事業者

上記より幹線側 国 管理センター 事業者 管理センター

事業区域内の施設～施設外第一ハンドホー
ルまでの配管、及び各施設の分電盤

事業者 事業者 事業者 事業者

上記以外 国 管理センター 事業者 管理センター

給水

電気

既存施設 事業者事由の改修

細目

汚水排水・
雨水排水
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訂正日

要求水準書（案） 要求水準書（案）
別紙16　P1 景観木の指定図 別紙16　P1 景観木の指定図

平成29年9月1日

訂正後 訂正前
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訂正日

事業契約書（案） 事業契約書（案）
P11　第35条第4項 P11　第35条第4項

平成29年9月1日

P11　第35条第5項（追加）

P11　第35条第6項（追加）

訂正後 訂正前

事業者の責めに帰すべき事由により、各改修工事の完了が各改修・設置期
間より遅延した場合、事業者は、実際に各改修工事を完了し、その対象施設
を国に引き渡した日までの期間（両端日を含む。）において、対象施設につ
いての投資額（様式6-3　Ⅱキャッシュフロー表　15-2.国有財産に関する投
資及び15-3.民間所有施設に関する投資の平成31年度及び平成32年度の
総和）に、国の債権に関する延納利息の率（昭和32年大蔵省告示第８号）に
定める率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じ
て、日割り計算により支払うものとする。

事業者の責めに帰すべき事由により、各改修工事の完了が各改修・設置期
間より遅延した場合、事業者は、実際に各改修工事を完了し、その対象施設
を国に引き渡した日までの期間（両端日を含む。）において、第67条に定め
る遅延利息の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて、
日割り計算により支払うものとする。

事業者の責めに帰すべき事由により、PFI主契約施設のうち民間所有施設の
各改修・設置工事の完了が各改修・設置期間より遅延した場合、事業者は、
実際に各改修・設置工事を完了した日までの期間（両端日を含む。）におい
て、第4項に規定する遅延損害金を支払うものとする。

第4項及び第5項の対象施設のうち、要求水準書において個別に供用開始
日を定める施設について、各改修・設置工事の完了が供用開始日より遅延
した場合、事業者は、実際に各改修・設置工事を完了した日までの期間（両
端日を含む。）において、第4項及び第5項に規定する遅延損害金を支払うも
のとする。


